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第２章 調査結果 

令和５年度に三重県内で発生した産業廃棄物の発生及び処理状況の概要は、以下のとお

りである。  

 

第１節 結果の概要  

令和５年度の１年間に三重県内で生じた産業廃棄物等の発生量は 6,890 千トンであり、

有償物量の 379 千トン (発生量の 5.5％ )を除いた産業廃棄物の排出量は 6,511 千トン

(94.5％)となっている。  

排出量のうち、脱水や焼却など中間処理された量は 6,399 千トン(排出量の 98.3％)、中

間処理を経ず直接再生利用された量は 58 千トン(0.9％)、直接最終処分された量は 53 千ト

ン(0.8％)等となっている。一方、中間処理による減量化量は 3,921 千トン(56.9％)で、再

生利用量は 2,367 千トン(36.4％)、最終処分量は 222 千トン(3.4％)となっている。  

これらを発生量ベースで捉えると、再生利用された量は 2,367 千トン、有償物量が 379

千トンで合わせた資源化量は 2,746 千トン(発生量の 39.9％)である。結果的に 222 千トン

(3.2％)が最終処分されている。なお、事業場内での保管等その他量は、未処理及び中間処

理後を合わせて 1 千トン未満(0.0％)となっている。  

 

図 2-1-1 発生及び処理状況の概要 

  

（単位：千ｔ/年）

注1)<  　>は発生量に対する割合、(　　)は排出量に対する割合を示す。

注2)図中の数値は、四捨五入の関係で収支が合わない場合がある。
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第２節 排出・搬出状況  

１．種類別の排出状況  

業種別の排出・搬出状況は、図 2-2-1～3

に示すとおりである。 

排出量(6,511 千トン)を種類別にみると、

汚泥が 4,032 千トン（61.9％）で最も多く、

次いで、がれき類 1,278 千トン（19.6％）と

なっている。  

搬出量(2,723 千トン)を種類別にみると、

がれき類 1,269 千トン（46.6％）で最も多

く、次いで、汚泥が 470 千トン（17.3%）、

ガラスくず等が 167 千トン（6.1％）、木く

ずが 160 千トン(5.9％）、廃プラスチック類が

154 千トン(5.7％）、廃アルカリが 96 千トン

（3.5％）等となっており、これら６種類で搬

出量の 85.1％を占めている。  
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２．業種別の排出・搬出状況  

業種別の排出・搬出状況は、図 2-2-4～6 に示すとお

りである。  

排出量(6,511 千トン)を業種別にみると、製造業が

3,600 千トン(55.3％)で最も多く、次いで、建設業が

1,561 千トン（24.0％）、電気・水道業が 1,055 千トン

（16.2％）を占めており、この 3 業種で全排出量の約

95.5％になっている。  

搬出量(2,723 千トン)を業種別にみると、建設業が

1,551 千トン(56.9％)で最も多く、次いで製造業が

952 千トン(35.0％）、電気・水道業が 101 千トン  

(3.7％）等となっており、これら３業種で搬出量の

95.6％を占めている。  

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2-2-6 業種別の排出量、搬出量 
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３．地域の排出状況  

地域別の排出・搬出状況は、図 2-2-7

～9 に示すとおりである。  

排出量(6,511 千トン)を地域別にみる

と、四日市地域が 2,548 千トン(39.1％)

で最も多く、次いで、伊賀地域が 689 千

トン（10.6％）、桑名・員弁地域が 662

千トン（10.2％）、熊野地域が 586 千ト

ン（9.0％）、鈴鹿・亀山地域が 583 千ト

ン（9.0％）となっており、以下は、津地

域、伊勢志摩地域、松阪地域、尾鷲地域

の順となっている。  

搬出量(2,723 千トン)を地域別にみると、

四日市地域が 903 千トン（33.1％）で最も

多く、次いで桑名・員弁地域が 356 千トン

(13.1％）、鈴鹿・亀山地域が 326 千トン

(11.9％）、となっており、以下は、津地域、

松阪地域、伊勢志摩地域、伊賀地域、熊野

地域、尾鷲地域となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-9 地域別の排出量、搬出量  

図 2-2-7 地域別の排出量 

図 2-2-8 地域別の搬出量 
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第３節 処理状況  

１．発生から処理・処分までの流れ  

発生から最終処分までの産業廃棄物の流れは、図 2-3-1 に示すとおりである。  

令和５年度の処理・処分状況を概要でみると、排出量 6,511 千トンのうち、再生利用量

は 2,367 千トン（排出量の 36.4％）、中間処理による減量化量は 3,921 千トン(60.2％)、

最終処分量は 222 千トン（3.4％）、その他量は 1 千トン未満となっている。  

一方、排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量の割合を種類別、業種別にみ

ると、図 2-3-3、4 に示すとおりである。  

 

図 2-3-1 発生から処理・処分までの流れ  
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図 2-3-3 排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量等の種類別構成比 

「種類別：無変換」 

 

 

 

 

図 2-3-4 排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量等の業種別構成比 
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２．自己中間処理状況  

自己中間処理量は 4,034 千トンとなっており、

排出量 6,511 千トンの 62.0％を占めている。  

自己中間処理量を種類別にみると、図 2-3-5 に

示すとおり、汚泥が 3,836 千トン(95.1%)で最も多

く、次いで、ガラスくず等が 92 千トン(2.3%)、

廃酸が 33 千トン(0.8%)等となっている。  

また、排出量に対する自己中間処理量の割合

（自己中間処理率）及び自己中間処理量に対する

自己減量化量の割合(自己減量化率)についてみる

と、図 2-3-6 に示すとおりである。  

自己中間処理率が高い種類は、汚泥（95.1％）、廃酸(34.8％) 、動植物性残さ(33.0％)

等となっており、自己減量化率が高い種類では、廃アルカリ（98.3％）、汚泥（92.0％）、

動植物性残さ(89.7％)等となっている。  

 

図 2-3-6 自己中間処理率と自己減量化率 
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図 2-3-5 種類別自己中間処理量 

汚泥

3,836

(95.1%)

ガラス

くず等

92

(2.3%)

廃酸

33

(0.8%)

その他

72

(1.8%)

自己中間
処理量
4,034

(千t/年)



23 

 

３．委託処理状況  

処理業者等によって処理(中間処理、

最終処分を含む)された委託処理量は、

2,723 千トンであり、排出量の 41.8％

を占めている。  

委託処理量を種類別にみると、図 2-

3-7、8 に示すとおり、がれき類が

1,269 千トン(46.6％)で最も多く、次い

で汚泥が 470 千トン(17.3％)、ガラスく

ず等が 167 千トン(6.1％)等となってい

る。  

また、委託処理量を処理方法別にみると、

中間処理量は 2,594 千トンで排出量の

(39.8％)、直接最終処分量は 129 千トン(2.0％)となっている。  

 

 

図 2-3-8 種類別の委託処理量の内訳 

  

種類

(千ｔ/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アルカ
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水銀

廃棄物
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業廃棄物

2,723 25 470 77 63 96 154 4 160 2 29 5 37 167 41 1,269 81 0 44

(100%) (0.9%) (17.3%) (2.8%) (2.3%) (3.5%) (5.7%) (0.1%) (5.9%) (0.1%) (1.0%) (0.2%) (1.3%) (6.1%) (1.5%) (46.6%) (3.0%) (0.0%) (1.6%)

2,594 25 376 77 63 96 152 4 160 2 28 5 37 164 38 1,244 81 0 44

(100%) (1.0%) (14.5%) (3.0%) (2.4%) (3.7%) (5.8%) (0.2%) (6.2%) (0.1%) (1.1%) (0.2%) (1.4%) (6.3%) (1.5%) (47.9%) (3.1%) (0.0%) (1.7%)

129 0 94 3 0 315 0 3 2 25 27 0

(100%) (0.2%) (73.3%) (2.0%) (0.0%) (0.2%) (0.0%) (2.7%) (1.9%) (19.6%) (0.0%) (0.0%)
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図 2-3-7 種類別委託処理量 
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４．資源化および再生利用状況  

資源化量は 2,746 千トンとなっており、発生

量の 39.9％を占めている。  

資源化量を種類別にみると、図 2-3-9 に示す

とおりがれき類が 1,238 千トン(45.1%)で最も

多く、次いで、汚泥 327 千トン(11.9%)、ガラ

スくず等 247 千トン(9.0%)等となっている。  

また、再生利用量は 2,367 千トンとなってお

り、排出量の 36.4％を占めている。  

再生利用量を種類別にみると、図 2-3-10 に

示すとおりがれき類が 1,217 千トン(51.4％)で

最も多く、次いで、汚泥 294 千トン(12.4％)、ガ

ラスくず等 243 千トン(10.3％)、木くず 159 千ト

ン(6.7％)、廃プラスチック類 107 千トン(4.5％）

となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-11 種類別の再生利用量の内訳 

種類：変換

(千ｔ/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アルカ

リ

廃ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ類
紙くず 木くず

繊維

くず

動植物

性残さ

動物系

固形不
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ｶﾞﾗｽ陶

磁器くず
鉱さい がれき類 ばいじん

水銀

廃棄物

その他産

業廃棄物

2,746 43 327 65 50 47 131 6 172 2 21 0 242 247 51 1,238 84 0 21

(100%) (1.6%) (11.9%) (2.4%) (1.8%) (1.7%) (4.8%) (0.2%) (6.3%) (0.1%) (0.8%) (0.0%) (8.8%) (9.0%) (1.9%) (45.1%) (3.1%) (0.0%) (0.7%)

379 1 33 27 23 14 24 2 13 1 205 3 5 21 3 4

(100%) (0.4%) (8.7%) (7.0%) (6.0%) (3.8%) (6.3%) (0.6%) (3.4%) (0.3%) (54.0%) (0.9%) (1.3%) (5.6%) (0.1%) (1.0%)
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(100%) (1.7%) (12.4%) (1.6%) (1.2%) (1.4%) (4.5%) (0.2%) (6.7%) (0.1%) (0.8%) (0.0%) (1.6%) (10.3%) (1.9%) (51.4%) (3.4%) (0.0%) (0.7%)
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図 2-3-9 種類別の資源化量 

図 2-3-10 種類別の再生利用量 
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なお、用途別にみた資源化状況は図  2-3 12、表  2-3 1 に示すとおりであり、土木・

建設資材・再生資材が 1,490 千トン（資源化量全体の 54.3％）で最も多く、次いで、

金属資源が 345 千トン（同 12.6％)、燃料が 267 千トン（同 9.7％）等となっている。  

表 2-3-1 種類別の資源化量の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-12 用途別の資源化量  
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燃え殻 43 37 2 4
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廃油 65 0 27 0 2 0 36 0
一般廃油 45 0 27 0 2 0 16 0
廃溶剤 19 19
固形油 0 0
油でい 1 0 1
油付着物 0 0

廃酸 50 1 0 0 11 39
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廃プラスチック類 131 1 45 1 0 71 1 0 12

廃プラスチック 130 1 44 1 0 71 1 0 12
廃タイヤ 1 1 0 0 0
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５．最終処分状況  

最終処分量は 222 千トンとなっており、排出量

の 3.4％を占めている。  

種類別にみると、図 2-3-13 に示すとおり汚泥が

113 千トン(50.7％)で最も多く、次いで、がれき類

52 千トン(23.3％)、廃プラスチック類が 21 千トン

(9.3％)、ガラスくず等が 14 千トン(6.1％)となって

いる。  

また、業種別にみると製造業の 128 千トン

（57.0%）と建設業の 72 千トン（32.1%）で全体

の約 91%を占めている。  

最終処分量 222 千トンの処分先を主体別にみる

と、図 2-3-15 に示すとおりすべて業者等による委

託最終処分量で占めている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2-3-15 種類別・処分主体別の最終処分量の内訳 
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６．廃プラスチック類の排出・処理状況  

三重県においては、三重県循環型社会形成推進計画（令和３年３月策定）に基づき、プ

ラスチック対策を進めてきたところです。さらに県の中期の戦略計画であるみえ元気プラ

ン（令和４年 10 月）においては、特に取組を一層加速させていかなければならない課題

のひとつである「脱炭素化をチャンスととらえた産業振興」において、プラスチックの一

層の循環的利用に係る取組を促進していくこととしています。  

排出量を業種別にみると、図 2-3-16 に示すとお

り、製造業が 119 千トン(70.9％)で最も多く、次い

で、建設業が 24 千トン(14.1％)、卸・小売業が 11

千トン(6.5％)、医療・福祉が 5 千トン(2.7％)等とな

っている。  

一方、排出量に対する再生利用量、減量化量、最

終処分量の割合を業種別にみると、図 2-3-17 に示

すとおりである。発生から最終処分までの産業廃棄

物の流れは、図 2-3-18 に示すとおりである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-17 排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量等の業種別構成比 
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図 2-3-18 廃プラスチック類の排出及び処理状況 

 

  

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)
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(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内
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注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。
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県内
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注）＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。
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処理状況の詳細を、図 2-3-19 に示すとおりである。再生利用方法別にみると、マテリ

アルリサイクルが 85 千トン、サーマルリサイクルが 46 千トン、ケミカルリサイクルが

0.3 千トンとなっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-19 廃プラスチック類の処理状況 
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0.685313844

ケミカルリサイクル

0.3 千ﾄﾝ

焼却量 サーマルリサイクル

7 千ﾄﾝ 46 千ﾄﾝ

埋立処分量

21 千ﾄﾝ

0.107624538

建設業：24千  

製造業：141千  

卸売業 小売業

：11千  

医療・福祉：5千  

建設業：18千  

製造業：94千  

卸売業 小売業：10千  

医療・福祉：3千  
コークス炉原料・高炉・

還元剤・ガス化：0.3千  

建設業：4千  

製造業：11千  

卸売業 小売業：0.4千  

医療・福祉：0.2千  

セメント原材料：1千  

固形燃料：45千  
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第４節 業種別の調査結果  

１．建設業  

建設業からの排出量は 1,561 千トンとなっ

ており、県全体の排出量の 24.0％を占めてい

る。  

排出量を種類別にみると、図 2-4-1 に示す

ようにがれき類が 1,214 千トン(77.7％)で最も

多く、次いで木くず 141 千トン(9.0％）、汚泥

106 千トン(6.8％）、ガラスくず等 46 千トン

(2.9％）となっている。  

 

 

 

図 2-4-2 建設業の種類別排出量、搬出量 

  

種類:変換

(千t/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アル

カリ

廃ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ類
紙くず 木くず

繊維

くず

動植物

性残さ

動物系

固形

不要物

ゴム

くず

金属

くず

ガラス

陶磁器

くず

鉱さい
がれき

類

ばい

じん

水銀

廃棄物

その他

産業廃

棄物

排出量 1,561 0 106 0 0 0 24 4 141 2 0 7 46 0 1,214 5 12

（％） (100%) (0.0%) (6.8%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (1.5%) (0.2%) (9.0%) (0.1%) (0.0%) (0.4%) (2.9%) (0.0%) (77.7%) (0.3%) (0.8%)

搬出量 1,551 0 106 0 0 0 23 4 139 2 0 7 46 0 1,204 5 12

（％） (100%) (0.0%) (6.9%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (1.5%) (0.2%) (9.0%) (0.1%) (0.0%) (0.4%) (2.9%) (0.0%) (77.7%) (0.3%) (0.8%)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

（単位：千t/年） 排出量 搬出量

図 2-4-1 建設業の種類別排出量 

がれき類

1,214

(77.7%)

木くず

141

(9.0%)

汚泥

106

(6.8%)

ガラスくず等

46

(2.9%)

その他

55

(3.5%)

排出量

1,561

（千ｔ/年）
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図 2-4-3 建設業からの排出及び処理状況 

  

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (N) (M2)

(T) (O) (P) (Q)

県内

県外

注）1．発生量等の数値は、t/年でとらえたデータを四捨五入し、千ｔ/年で示した。
注）2．＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。

再生
利用量

<93.2%>

10 1,454

発生量 有償物量 資源化量

1,590 29 1,483
<100%> <1.8%> 自己中間処理

後再生利用量

≪0.7%≫ 自己未処理自

己再生利用量

≪93.1%≫

1,561 12 12

排出量
自己中間

処理量

自己中間

処理後量

自己最終

処分量

<98.2%> ≪0.8%≫ ≪0.8%≫

≪100%≫

自己
減量化量

2
搬出量

0

自己
未処理量

1,549 委託
処理量≪99.2%≫

0 1,551
その他量

≪0.0%≫ <97.5%>

67

≪99.3%≫

1,551
1,511 ≪99.3%≫

38 1,484

委託中間処理
後再生利用量

1,513 1,477 1,443
≪96.9%≫ ≪94.6%≫ ≪92.4%≫

委託中間
処理量

委託中間
処理後量

委託最終

処分量

最終

処分量

36 38 72 72

減量化量
委託直接

最終処分量

37

1

<2.2%> ≪2.4%≫ <4.5%>

≪2.3%≫ ≪4.6%≫

≪4.6%≫

66

1,447

36 34
≪2.3%≫ ≪2.2%≫

委託
減量化量

委託中間処理
後最終処分量
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２．製造業  

製造業からの排出量は 3,600 千トンと

なっており、県全体の排出量の 55.3％

を占めている。  

排出量を種類別にみると、図 2-4-4 に

示すように汚泥が 2,716 千トン(75.4％)

で最も多く、次いでガラスくず等 236

千トン(6.6％)、廃プラスチック類 119

千トン(3.3％)、廃アルカリ 112 千トン

(3.1％)となっている。  

 

 

 

 

図 2-4-5 製造業の種類別排出量、搬出量 

  

種類：変換
(千ｔ/年)

合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸
廃アル

カリ
廃ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ類

紙くず 木くず
繊維
くず

動植物
性残さ

動物系
固形

不要物

ゴム
くず

金属
くず

ガラス
陶磁器

くず
鉱さい がれき類 ばいじん

水銀
廃棄物

その他
産業廃
棄物

排出量 3,600 13 2,716 78 86 112 119 0 23 0 41 5 28 236 49 27 63 0 7

（％） (100%) (0.4%) (75.4%) (2.2%) (2.4%) (3.1%) (3.3%) (0.0%) (0.6%) (0.0%) (1.1%) (0.1%) (0.8%) (6.6%) (1.3%) (0.7%) (1.7%) (0.0%) (0.2%)

搬出量 952 14 283 73 55 89 106 0 17 0 29 5 27 118 41 27 63 0 7

（％） (100%) (1.5%) (29.8%) (7.7%) (5.7%) (9.3%) (11.1%) (0.0%) (1.8%) (0.0%) (3.0%) (0.5%) (2.8%) (12.4%) (4.3%) (2.8%) (6.6%) (0.0%) (0.7%)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

（単位：千t/年）

排出量 搬出量

図 2-4-4 製造業の種類別排出量 

汚泥

2,716

(75.4%)ガラスくず等

236

(6.6%)

廃プラス

チック類

119

(3.3%)

廃アルカリ

112

(3.1%)

廃酸

86

(2.4%)

廃油

78

(2.2%)

その他

254

(7.1%)

排出量

3,600

（千ｔ/年）
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図 2-4-6 製造業からの排出及び処理状況 

  

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (N) (M2)

(T) (O) (P) (Q)

県内

県外

注）＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。

380

378

1

再生

利用量

<27.8%>

90 751
≪20.9%≫

58
≪1.6%≫

自己

減量化量

155
搬出量

75

発生量 有償物量 資源化量

3,945 344 1,095
<100%> <8.7%> 自己中間処理

後再生利用量

≪2.5%≫ 自己未処理自

己再生利用量

3,600 2,819 320

排出量
自己中間

処理量

自己中間

処理後量

自己最終

処分量

<91.3%> ≪78.3%≫ ≪8.9%≫

≪100%≫

2,500 952
その他量

≪69.4%≫ <24.1%>

≪26.5%≫

自己

未処理量

781 委託

処理量≪21.7%≫

952
708 ≪26.5%≫

15 573

委託

減量化量

委託中間処理

後最終処分量

委託中間

処理量

委託中間

処理後量

委託中間処理

後再生利用量

863 640 602
≪24.0%≫ ≪17.8%≫ ≪16.7%≫

484

222 38
≪6.2%≫ ≪1.1%≫

減量化量
委託直接

最終処分量

委託最終

処分量

最終

処分量

2,722 90 128 128
<69.0%> ≪2.5%≫ ≪3.5%≫ <3.2%>

≪75.6%≫ 88 ≪3.5%≫
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３．電気・水道業  

電気・水道業からの排出量は 1,055 千トンとなっ

ており、県全体の排出量の 16.2％を占めている。  

排出量を種類別にみると、図 2-4-7 に示すように

汚泥が 1,026 千トン(97.2％)とほとんどを占めてい

る。  

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-8 電気・水道の種類別排出量、搬出量 

 

  

種類：変換

(千t/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アル

カリ

廃ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ類
紙くず 木くず

繊維

くず

動植物

性残さ

動物系

固形

不要物

ゴム

くず

金属

くず

ガラス

陶磁器

くず

鉱さい
がれき

類

ばい

じん

水銀

廃棄物

その他

産業廃

棄物

排出量 1,055 10 1,026 0 0 2 0 0 0 0 0 3 14 0

（％） (100%) (0.9%) (97.2%) (0.0%) (0.0%) (0.2%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.2%) (1.3%) (0.0%)

搬出量 101 11 71 0 0 2 0 0 0 0 0 3 14 0

（％） (100%) (10.4%) (70.7%) (0.0%) (0.0%) (1.9%) (0.2%) (0.0%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) (2.5%) (13.7%) (0.3%)

0

200

400

600

800

1000

1200

（単位：千t/年） 排出量 搬出量

図 2-4-7 電気・水道業の種類別排出量 

汚泥

1,026

(97.2%)

ばいじん

14

(1.3%)

その他

15

(1.4%)

排出量

1,055

（千ｔ/年）
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図 2-4-9 電気・水道業からの排出及び処理状況 

  

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (N) (M2)

(T) (O) (P) (Q)

県内

県外

注）＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。
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≪90.9%≫ 0 ≪0.0%≫
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<100%> <0.0%> 自己中間処理

後再生利用量

≪0.0%≫ 自己未処理自

己再生利用量
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1 96
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自己

減量化量
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４．情報通信業  

情報通信業からの排出量は 0.17 千トンとなって

いる。  

排出量を種類別にみると、図 2-4-10 に示すよう

にがれき類が 0.06 千トン(33.9％)で最も多く、次

いで廃プラスチック類 0.06 千トン(33.3％)となっ

ている。  

 

 

 

 

 

 

図 2-4-11 情報通信業の種類別排出量、搬出量 

  

種類：変換

(千t/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アル

カリ

廃ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ類
紙くず 木くず

繊維

くず

動植物

性残さ

動物系

固形

不要物

ゴム

くず

金属

くず

ガラス

陶磁器

くず

鉱さい
がれき

類

ばい

じん

水銀

廃棄物

その他

産業廃

棄物

排出量 0.17 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00 0.01

（％） (100%) (0.6%) (33.3%) (0.1%) (23.7%) (0.0%) (33.9%) (0.2%) (8.2%)

搬出量 0.17 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00 0.01

（％） (100%) (0.6%) (33.3%) (0.1%) (23.7%) (0.0%) (33.9%) (0.2%) (8.2%)

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

（単位：千t/年） 排出量 搬出量

図 2-4-10 情報通信業の種類別排出量 

がれき類
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0.04
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その他

0.02
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図 2-4-12 情報通信業からの排出及び処理状況 

  

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (N) (M2)

(T) (O) (P) (Q)

県内

県外

注）1．発生量等の数値は、t/年でとらえたデータを四捨五入し、千ｔ/年で示した。

注）＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。
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<0.5%> ≪24.1%≫

0.00 0.04
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５．運輸業  

運輸業からの排出量は 8.3 千トンとなっており、

県全体の排出量の 0.1％を占めている。  

排出量を種類別にみると、図 2-4-13 に示すように

汚泥が 2.9 千トン(34.4％)で最も多く、次いで廃プラ

スチック類が 2.5 千トン(29.7％)となっている。  

 

 

 

 

 

図 2-4-14 運輸業の種類別排出量、搬出量 

 

  

種類：変換

(千t/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アル

カリ

廃ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ類
紙くず 木くず

繊維

くず

動植物

性残さ

動物系

固形

不要物

ゴム

くず

金属

くず

ガラス

陶磁器

くず

鉱さい
がれき

類

ばい

じん

水銀

廃棄物

その他

産業廃

棄物

排出量 8 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0

（％） (100%) (34.4%) (1.9%) (0.5%) (0.1%) (29.7%) (21.8%) (2.6%) (1.1%) (7.8%) (0.2%)

搬出量 7 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0

（％） (100%) (16.3%) (2.4%) (0.6%) (0.1%) (37.9%) (27.8%) (3.3%) (1.4%) (10.0%) (0.2%)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

（単位：千t/年） 排出量 搬出量

図 2-4-13 運輸業の種類別排出量 

汚泥

2.9

(34.4%)

廃プラスチック類

2.5

(29.7%)

木くず

1.8

(21.8%)

その他

1.2

(14.1%)

排出量

8.3

（千ｔ/年）
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図 2-4-15 運輸業からの排出及び処理状況 

  

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (N) (M2)

(T) (O) (P) (Q)

県内

県外

注）＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。

<21.6%> ≪10.5%≫ ≪18.9%≫ <17.2%>

≪23.6%≫ 0.9 ≪18.9%≫

委託最終処

分量

最終

処分量

2.0 0.9 1.6 1.6

0.6 0.7
≪7.4%≫ ≪8.3%≫

減量化量
委託直接

最終処分量

委託

減量化量

委託中間処理

後最終処分量

委託中間処

理量

委託中間

処理後量

委託中間処理

後再生利用量

5.7 5.0 4.3
≪67.9%≫ ≪60.4%≫ ≪52.1%≫

3.4

6.5
5.7 ≪78.4%≫

0.9 4.3

≪78.4%≫

自己
未処理量

6.5 委託
処理量≪78.4%≫

6.5
その他量

≪16.2%≫ <71.6%>

<91.4%> ≪21.6%≫ ≪5.4%≫

≪100%≫

8.3 1.8 0.5

排出量
自己中間

処理量

自己中間

処理後量

自己最終処

分量

<100%> <8.6%> 自己中間処理
後再生利用量

≪5.4%≫ 自己未処理自

己再生利用量

発生量 有償物量 資源化量

9.1 0.8 5.6

2.3

2.3

再生
利用量

<61.2%>

0.5 4.8
≪57.5%≫

自己
減量化量

搬出量

1.4
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６．卸・小売業  

卸・小売業からの排出量は 25 千トンとな

っており、県全体の排出量の 0.4％を占め

ている。  

排出量を種類別にみると、図 2-4-16 に示

すように廃プラスチック類が 11 千トン

(43.4％)で最も多く、次いでその他産業廃

棄物 3 千トン（12.8％）、廃油 2 千トン

(9.7％)、汚泥 2 千トン（7.0％）となってい

る。  

 

 

 

 

図 2-4-17 卸・小売業の種類別排出量、搬出量 

 

  

種類：変換

(千t/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アル

カリ

廃ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ類
紙くず 木くず

繊維

くず

動植物

性残さ

動物系

固形

不要物

ゴム

くず

金属

くず

ガラス

陶磁器

くず

鉱さい
がれき

類

ばい

じん

水銀

廃棄物

その他

産業廃

棄物

排出量 25 2 2 0 2 11 0 0 1 2 2 0 3

（％） (100%) (7.0%) (9.7%) (0.1%) (8.1%) (43.4%) (1.6%) (0.0%) (4.7%) (6.3%) (6.1%) (0.1%) (12.8%)

搬出量 25 2 2 0 2 11 0 0 1 2 2 0 3

（％） (100%) (7.0%) (9.7%) (0.1%) (8.1%) (43.4%) (1.6%) (0.0%) (4.7%) (6.3%) (6.1%) (0.1%) (12.8%)

0

2

4

6

8

10

12

（単位：千t/年） 排出量 搬出量

図 2-4-16 卸・小売業の種類別排出量 

廃プラス

チック類

11

(43.4%)

その他産

業廃棄物

3

(12.8%)

廃油

2

(9.7%)

汚泥

2

(7.0%)

ガラス陶

磁器くず

2

(6.3%)

がれき類

2

(6.1%)
その他

4

(14.6%)

排出量

25

（千ｔ/年）



41 

 

 
図 2-4-18 卸・小売業からの排出及び処理状況 

  

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (N) (M2)

(T) (O) (P) (Q)

県内

県外

注）1．発生量等の数値は、t/年でとらえたデータを四捨五入し、千ｔ/年で示した。

注）＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。

再生

利用量

<79.3%>

19

発生量 有償物量 資源化量

27 2 21
<100%> <7.3%> 自己中間処理

後再生利用量

自己未処理自

己再生利用量

≪77.7%≫

25

排出量
自己中間

処理量

自己中間

処理後量

自己最終

処分量

<92.7%>

≪100%≫

自己

減量化量
搬出量

25
その他量

<92.7%>

110

委託中間

処理量

######### 0
≪0.1%≫

自己

未処理量

25 委託

処理量≪100%≫

25
25 ≪99.9%≫

0 14

≪12.7%≫ ≪8.9%≫

委託中間

処理後量

<8.8%>

≪12.7%≫ 0 ≪9.5%≫

委託最終

処分量

最終

処分量

3 0 2 2

減量化量
委託直接

最終処分量

≪9.5%≫

委託中間処理

後再生利用量

11

0

<11.7%> ≪0.6%≫

委託

減量化量

委託中間処理

後最終処分量

14

25 22 19
≪99.3%≫ ≪86.6%≫ ≪77.7%≫

3 2
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７．物品賃貸業  

物品賃貸業からの排出量は 4.9 千トンとなっ

ており、県全体の排出量の 0.1％を占めてい

る。  

排出量を種類別にみると、図 2-4-19 に示す

ようにがれき類が 4.0 千トン(80.6％)で最も多

く、次いでその他産業廃棄物 0.4 千トン(7.1%)

となっている。  

 

 

 
 

 

 

図 2-4-20 物品賃貸業の種類別排出量、搬出量 

 

  

種類：変換

(千t/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アル

カリ

廃ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ類
紙くず 木くず

繊維

くず

動植物

性残さ

動物系

固形

不要物

ゴム

くず

金属

くず

ガラス

陶磁器

くず

鉱さい
がれき

類

ばい

じん

水銀

廃棄物

その他

産業廃

棄物

排出量 4.9 0.2 0.2 0.0 0.2 4.0 0.4

（％） (100%) (3.6%) (3.6%) (0.4%) (4.7%) (80.6%) (7.1%)

搬出量 4.9 0.2 0.2 0.0 0.2 4.0 0.4

（％） (100%) (3.6%) (3.6%) (0.4%) (4.7%) (80.6%) (7.1%)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

（単位：千t/年） 排出量 搬出量

図 2-4-19 物品賃貸業の種類別排出量 

 

がれき類

4.0

(80.6%)

その他産業

廃棄物

0.4

(7.1%)

その他

0.6

(12.3%)

排出量

4.9

（千ｔ/年）
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図 2-4-21 物品賃貸業からの排出及び処理状況 

  

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (N) (M2)

(T) (O) (P) (Q)

県内

県外

注）＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。

再生

利用量

<80.3%>

4.0

発生量 有償物量 資源化量

4.9 4.0
<100%> 自己中間処理

後再生利用量

自己未処理自

己再生利用量

<80.3%>
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自己中間

処理量

自己中間

処理後量

自己最終

処分量

<100.0%>

≪100%≫

自己

減量化量
搬出量

4.9
その他量

(100.0%)

≪100%≫

自己

未処理量

4.9 委託

処理量≪100%≫

4.9
4.9 ≪100%≫

4.7

委託

減量化量

委託中間処理

後最終処分量

0.2

委託中間

処理量

委託中間

処理後量

委託中間処理

後再生利用量

4.9 4.9 4.0
≪100%≫ ≪99.9%≫ ≪80.3%≫

4.7

0.2

0.0 1.0
≪0.1%≫ ≪19.6%≫

減量化量
委託直接

最終処分量

委託最終

処分量

最終

処分量

0.0 1.0 1.0
<0.1%> ≪19.6%≫ <19.6%>

≪0.1%≫ ≪19.6%≫
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８．学術研究・専門サービス業  

学術研究・専門サービス業からの排出量は

20.4 千トンとなっており、県全体の排出量の

0.3％を占めている。  

排出量を種類別にみると、図 2-4-22 に示すよ

うにがれき類が 17.6 千トン(86.4％)で最も多

く、次いで汚泥 0.6 千トン(2.9％)となってい

る。  

 

 

 
 

 

 

 

図 2-4-23 学術研究・専門サービス業の種類別排出量、搬出量 

 

  

種類：変換

(千t/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アル

カリ

廃ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ類
紙くず 木くず

繊維

くず

動植物

性残さ

動物系

固形

不要物

ゴム

くず

金属

くず

ガラス

陶磁器

くず

鉱さい
がれき

類

ばい

じん

水銀

廃棄物

その他

産業廃

棄物

排出量 20.4 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.4 0.1 0.4 0.2 0.1 17.6 0.0 0.3

（％） (100%) (0.0%) (2.9%) (2.9%) (0.1%) (0.1%) (1.9%) (0.6%) (2.2%) (0.9%) (0.3%) (86.4%) (0.1%) (1.6%)

搬出量 20.4 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.4 0.1 0.4 0.2 0.1 17.6 0.0 0.3

（％） (100%) (0.0%) (2.9%) (2.9%) (0.1%) (0.1%) (1.9%) (0.6%) (2.2%) (0.9%) (0.3%) (86.4%) (0.1%) (1.6%)

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

（単位：千t/年） 排出量 搬出量

がれき類

17.6

(86.4%)

汚泥

0.6

(2.9%)

廃油

0.6

(2.9%)
その他

1.6

(7.8%)

排出量

20.4

（千ｔ/年）

図 2-4-22 学術研究・専門サービス業の

種類別排出量 
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図 2-4-24 学術研究・専門からの排出及び処理状況 

  

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (N) (M2)

(T) (O) (P) (Q)

県内

県外

注）＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。
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自己未処理自
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<100%> <12.0%> 自己中間処理

後再生利用量
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９．宿泊業・飲食業  

宿泊業・飲食業からの排出量は 9.3 千トンと

なっており、県全体の排出量の 0.1％を占めて

いる。  

排出量を種類別にみると、図 2-4-25 に示すよ

うにがれき類が 8.3 千トン(88.6％)で最も多

く、次いで汚泥 0.8 千トン(8.7％)となってい

る。  

 

 

 
 

 

 

図 2-4-26 宿泊業・飲食業の種類別排出量、搬出量 

 

  

種類：変換

(千t/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アル

カリ

廃ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ類
紙くず 木くず

繊維

くず

動植物

性残さ

動物系

固形

不要物

ゴム

くず

金属

くず

ガラス

陶磁器

くず

鉱さい
がれき

類

ばい

じん

水銀

廃棄物

その他

産業廃

棄物

排出量 9.3 0.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0

（％） (100%) (8.7%) (0.8%) (0.5%) (1.2%) (0.0%) (0.0%) (88.6%) (0.0%) (0.1%)

搬出量 9.3 0.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0

（％） (100%) (8.7%) (0.8%) (0.5%) (1.2%) (0.0%) (0.0%) (88.6%) (0.0%) (0.1%)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

（単位：千t/年） 排出量 搬出量

がれき類

8.3

(88.6%)

汚泥

0.8

(8.7%)

その他

0.2

(2.6%)

排出量

9.3

（千ｔ/年）

図 2-4-25 宿泊業・飲食業の

種類別排出量 
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図 2-4-27 宿泊業・飲食業からの排出及び処理状況 

  

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (N) (M2)

(T) (O) (P) (Q)

県内

県外

注）＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。

<5.6%> ≪89.5%≫ <89.4%>

≪5.6%≫ ≪89.5%≫

委託最終

処分量

最終

処分量

0.5 8.4 8.4

0.5 8.4
≪5.6%≫ ≪89.5%≫

減量化量
委託直接

最終処分量

委託

減量化量

委託中間処理

後最終処分量

0.2

委託中間

処理量

委託中間

処理後量

委託中間処理

後再生利用量

9.3 8.8 0.5
≪100%≫ ≪94.4%≫ ≪4.9%≫

9.2

0.2

9.3
9.3 ≪100%≫

9.2

≪100%≫

自己

未処理量

9.3 委託

処理量≪100%≫

9.3
その他量

(99.9%)

自己

減量化量
搬出量

<99.9%>

≪100%≫

9.3

排出量
自己中間

処理量

自己中間

処理後量

自己最終

処分量

自己未処理自

己再生利用量

<4.9%>

再生

利用量

<5.0%>

0.5

発生量 有償物量 資源化量

9.4 0.0 0.5
<100%> <0.1%> 自己中間処理

後再生利用量
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10．生活関連サービス業  

生活関連サービス業からの排出量は 6.1 千

トンとなっており、県全体の排出量の 0.1％

を占めている。  

排出量を種類別にみると、図 2-4-28 に示

すようにがれき類が 3.0 千トン(48.9％)で最

も多く、次いで廃プラスチック類 1.3 千トン

(20.7％)、ガラスくず等 0.8 千トン(13.3％)、

汚泥 0.4 千トン(6.4％)となっている。  

 

 

 

 

 

図 2-4-29 生活関連サービス業の種類別排出量、搬出量 

 

  

種類：変換

(千t/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アル

カリ

廃ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ類
紙くず 木くず

繊維

くず

動植物

性残さ

動物系

固形

不要物

ゴム

くず

金属

くず

ガラス

陶磁器

くず

鉱さい
がれき

類

ばい

じん

水銀

廃棄物

その他

産業廃

棄物

排出量 6.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 1.3 0.1 0.4 0.8 3.0 0.0 0.0

（％） (100%) (0.5%) (6.4%) (0.8%) (0.1%) (0.8%) (20.7%) (1.9%) (6.3%) (13.3%) (48.9%) (0.1%) (0.1%)

搬出量 6.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 1.3 0.1 0.4 0.8 3.0 0.0 0.0

（％） (100%) (0.5%) (6.4%) (0.8%) (0.1%) (0.8%) (20.7%) (1.9%) (6.3%) (13.3%) (48.9%) (0.1%) (0.1%)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

（単位：千t/年） 排出量 搬出量

図 2-4-28 生活関連サービス

業の種類別排出量 

がれき類

3.0

(48.9%)

廃プラス

チック類

1.3

(20.7%)

ガラスくず等

0.8

(13.3%)

汚泥

0.4

(6.4%)
その他

0.6

(10.6%)

排出量

6.1

（千ｔ/年）
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図 2-4-30 生活関連サービス業からの排出及び処理状況 

  

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (N) (M2)

(T) (O) (P) (Q)

県内

県外

注）＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。

再生

利用量

<74.2%>

4.5

発生量 有償物量 資源化量

6.2 0.1 4.6
<100%> <1.1%> 自己中間処理

後再生利用量

自己未処理自

己再生利用量

<73.9%>

6.1

排出量
自己中間

処理量

自己中間

処理後量

自己最終

処分量

<98.9%>

≪100%≫

自己

減量化量
搬出量

6.1
その他量

(98.9%)

≪100%≫

自己

未処理量

6.1 委託

処理量≪100%≫

6.1
6.0 ≪100%≫

0.1 5.4

委託

減量化量

委託中間処理

後最終処分量

0.7

委託中間

処理量

委託中間

処理後量

委託中間処理

後再生利用量

6.0 5.7 4.5
≪98.0%≫ ≪93.8%≫ ≪73.9%≫

5.3

0.7

0.3 1.2
≪4.3%≫ ≪19.8%≫

減量化量
委託直接

最終処分量

委託最終

処分量

最終

処分量

0.3 0.1 1.3 1.3
<4.2%> ≪2.0%≫ ≪21.8%≫ <21.6%>

≪4.3%≫ 0.1 ≪21.8%≫



50 

 

11．教育、学習支援業  

教育、学習支援業からの排出量は 6.1 千ト

ンとなっており、県全体の排出量の 0.1％を

占めている。  

排出量を種類別にみると、図 2-4-31 に示

すように廃プラスチック類が 3.6 千トン

(59.2％)で最も多く、次いでその他産業廃棄

物 2.1 千トン(34.0％)となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-32 教育、学習支援業の種類別排出量、搬出量 

 

  

種類：変換

(千t/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アル

カリ

廃ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ類
紙くず 木くず

繊維

くず

動植物

性残さ

動物系

固形

不要物

ゴム

くず

金属

くず

ガラス

陶磁器

くず

鉱さい
がれき

類

ばい

じん

水銀

廃棄物

その他

産業廃

棄物

排出量 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 2.1

（％） (100%) (0.4%) (0.5%) (0.4%) (0.1%) (59.2%) (0.4%) (2.3%) (0.3%) (2.2%) (0.2%) (34.0%)

搬出量 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 2.1

（％） (100%) (0.4%) (0.5%) (0.4%) (0.1%) (59.2%) (0.4%) (2.3%) (0.3%) (2.2%) (0.2%) (34.0%)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

（単位：千t/年） 排出量 搬出量

図 2-4-31 教育、学習支援業

の種類別排出量 

廃プラス

チック類

3.6

(59.2%)

その他産業

廃棄物

2.1

(34.0%)

金属くず

0.1

(2.3%)

その他

0.3

(4.5%)

排出量

6.1

（千ｔ/年）
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図 2-4-33 教育、学習支援業からの排出及び処理状況 

  

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (N) (M2)

(T) (O) (P) (Q)

県内

県外

注）＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。

<18.3%> ≪66.2%≫ <64.3%>

≪18.9%≫ ≪66.2%≫

委託最終

処分量

最終

処分量

1.2 4.1 4.1

1.2 4.1
≪18.9%≫ ≪66.2%≫

減量化量
委託直接

最終処分量

委託

減量化量

委託中間処理

後最終処分量

0.1

委託中間

処理量

委託中間

処理後量

委託中間処理

後再生利用量

6.1 5.0 0.9
≪100%≫ ≪81.1%≫ ≪14.9%≫

6.0

0.1

6.1
6.1 ≪100%≫

6.0

≪100%≫

自己

未処理量

6.1 委託

処理量≪100%≫

6.1
その他量

(97.0%)

自己

減量化量
搬出量

<97.0%>

≪100%≫

6.1

排出量
自己中間

処理量

自己中間

処理後量

自己最終

処分量

自己未処理自

己再生利用量

<14.9%>

再生

利用量

<17.4%>

0.9

発生量 有償物量 資源化量

6.3 0.2 1.1
<100%> <3.0%> 自己中間処理

後再生利用量
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12．医療・福祉  

医療・福祉からの排出量は 23.8 千トンとなっ

ており、県全体の排出量の 0.4％を占めてい

る。  

排出量を種類別にみると、図 2-4-34 に示すよ

うにその他産業廃棄物が 18.8 千トン(78.9％)で

最も多く、次いで廃プラスチック類 4.5 千トン

(19.0％)となっている。  

 

 

 

 

 

 

図 2-4-35 医療・福祉の種類別排出量、搬出量 

 

  

種類：変換

(千t/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アル

カリ

廃ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ類
紙くず 木くず

繊維

くず

動植物

性残さ

動物系

固形

不要物

ゴム

くず

金属

くず

ガラス

陶磁器

くず

鉱さい
がれき

類

ばい

じん

水銀

廃棄物

その他

産業廃

棄物

排出量 23.8 0.2 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 18.8

（％） (100%) (0.9%) (0.1%) (0.1%) (0.0%) (19.0%) (0.0%) (0.9%) (0.1%) (0.0%) (0.1%) (78.9%)

搬出量 23.8 0.2 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 18.8

（％） (100%) (0.9%) (0.1%) (0.1%) (0.0%) (19.0%) (0.0%) (0.9%) (0.1%) (0.0%) (0.1%) (78.9%)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

（単位：千t/年） 排出量 搬出量

その他

産業廃棄物

18.8

(78.9%)

廃プラス

チック類

4.5

(19.0%)

その他

0.5

(2.1%)

排出量

23.8

（千ｔ/年）

図 2-4-34 医療・福祉の種類別

排出量 
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図 2-4-36 医療・福祉からの排出及び処理状況 

  

(A) (B) （単位：ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (N) (M2)

(T) (O) (P) (Q)

県内

県外

注）1．発生量等の数値は、t/年でとらえたデータを四捨五入し、千ｔ/年で示した。

注）＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。
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<20.5%>
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13.0

委託中間

処理量
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自己
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≪72.2%≫ ≪7.3%≫

委託中間

処理後量

<7.3%>

≪72.2%≫ ≪7.3%≫

委託最終

処分量

最終

処分量

17.2 1.7 1.7

減量化量
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最終処分量

≪7.3%≫

委託中間処理

後再生利用量

13.0
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後最終処分量

10.8

23.8 6.6 4.9
≪100%≫ ≪27.8%≫ ≪20.5%≫
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13．複合サービス事業  

複合サービス事業からの排出量は 0.17 千ト

ンとなっている。  

排出量を種類別にみると、図 2-4-37 に示す

ように廃プラスチック類が 0.07 千トン

(39.4％)で最も多く、次いで金属くず 0.03 千

トン(18.3％)となっている。  

 

 

 

 
 

 

図 2-4-38 複合サービス事業の種類別排出量、搬出量 

 

  

種類：変換

(千t/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アル

カリ

廃ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ類
紙くず 木くず

繊維

くず

動植物

性残さ

動物系

固形

不要物

ゴム

くず

金属

くず

ガラス

陶磁器

くず

鉱さい
がれき

類

ばい

じん

水銀

使用

製品

その他

産業廃

棄物

排出量 0.17 0.01 0.02 0.07 0.03 0.02 0.02 0.00

（％） (100%) (7.0%) (9.0%) (39.4%) (18.3%) (11.1%) (12.7%) (2.6%)

搬出量 0.17 0.01 0.02 0.07 0.03 0.02 0.02 0.00

（％） (100%) (7.0%) (9.0%) (39.4%) (18.3%) (11.1%) (12.7%) (2.6%)

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

（単位：千t/年） 排出量 搬出量

図 2-4-37 複合サービス事業の種類別

排出量 
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図 2-4-39 複合サービス事業からの排出及び処理状況 

  

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (N) (M2)

(T) (O) (P) (Q)

県内

県外

注）＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。
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14．サービス業  

サービス業からの排出量は 189 千トンとなって

おり、県全体の排出量の 2.9％を占めている。  

排出量を種類別にみると、図 2-4-40 に示すよう

に汚泥が 177 千トン(93.5％)で最も多く、次いで

廃酸 7.7 千トン(4.1％)となっている。  

 

 

 

 

 

 
 

 

図 2-4-41 サービス業の種類別排出量、搬出量 
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図 2-4-42 サービス業からの排出及び処理状況 

 

  

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (N) (M2)

(T) (O) (P) (Q)

県内
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注）＜　＞内の数値は発生量に対する割合を、≪　≫内の数値は排出量に対する割合を示している。
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